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６．案 件  

 議 案 番 号  

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

  報告事項１ 

  報告事項２ 

 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農用地利用集積計画について 

競（公）売買受適格証明願について 

農地法第４条第１項第２号の規定による届出について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

７．会議の概要 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（開 会） 

 

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。 

欠席の届出がありますので、ご報告いたします。 

議席番号１番高橋豊彦委員の１名です。 

１９名中１８名の出席となっており、出席委員は定足数に達しております。 

それでは、佐藤会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。 

                    

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

それでは会議に入ります。 

始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。 

                        

（事務局 説明） 

 

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので会議を進めます。 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので、当方より指名いたします。 

議席番号１１番大鐘正彦委員と議席番号１２番佐々木博子委員の両名にお

願いします。 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

それでは、議案第４９号 農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題とします。事務局の説明を願います。 

 

議案第４９号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありました

ので、ご提案いたします。 

所有権移転 ６件、譲渡人６人、譲受人４人、申請土地の面積は田が８，５

５２㎡、畑が２，５９７㎡、計１１，１４９㎡。 

賃借権設定 ７件、賃貸人７人、賃借人７人、申請土地の面積は田のみで８

５，９８２㎡。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎和博委員 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

使用貸借権設定 ６件、貸人６人、借人６人、申請土地の面積は田が４０，

１１５㎡、畑が７，１８２㎡、計４７，２９７㎡となっております。 

２ページをご覧ください。 

所有権移転 整理番号１ 申請土地は腹鞁ノ沢５１、地目は畑で、面積８５

８㎡、価格は総額８万５千円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号２ 申請土地は腹鞁ノ沢５２、地目は畑で、面積８８３㎡、価格は

総額８万８千円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号３ 申請土地は腹鞁ノ沢５３、地目は畑で、面積８５６㎡、価格は

総額８万５千円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号４ 申請土地は腹鞁ノ沢６２、地目は田で、面積９０８㎡ほか計２

筆、９７０㎡、価格は総額２０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号５ 申請土地は常盤字下本郷３５８、地目は田で、面積７，２５７

㎡、価格は総額５０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号６ 申請土地は槐字西田面１１４、地目は田で、面積３２５㎡、１

０ａ当たりの価格は３０万円で、移転事由は小作地の取得です。 

 

今回の許可申請は、件数も多く、事前に議案配付していることから説明を省

略したらいかがでしょうか。 

 

山崎和博委員より説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議あり

ませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議無いようですので、説明を省略させていただきます。 

 

以上、いずれの案件も農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可で

きるものと考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第５０号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題

とします。事務局の説明を願います。 

 

議案第５０号 農地法第５条の規定による許可申請書の提出がありました

ので、意見を付すためご提案いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ページをご覧ください。 

所有権移転、件数１件、譲渡人１人、譲受人１人、現況地目は畑のみで、面

積は５３㎡、賃借権設定、件数１件、賃貸人１人、賃借人１人、現況地目は畑

のみで、面積は２，５１６㎡になります。 

１０ページをご覧ください。 

所有権移転、整理番号１、申請土地は、二ツ井町字上野５０－１、現況地目

は畑で、面積は５３㎡、申請事由は合併浄化槽設置及び駐車場であり、都市計

画区域内の第一種住居地域であるため、第３種農地となっています。 

場所は、１１ページをご覧ください。 

申請土地は、旧二ツ井町小学校跡地から東側に約６０ｍの位置になります。 

周囲の状況は、北側は農地ですが、東側と西側、南側は住宅地であり、住宅

化が進行している都市計画区域内の第一種住居地域であるため、第３種農地と

判断しています。 

事業内容は、１２ページをご覧ください。 

申請人は、会社役員ですが、今回の申請地の南側の隣接地にある住宅を相続

しましたが、住宅改修を行い居住したいため、今回の申請地を購入して、合併

浄化槽１基を設置し、駐車場２台分を設けたいという申請になっております。 

事業費は、全額自己資金であり、金融機関の残高証明書が添付されています。 

被害防除は、境界はしっかりしており、隣地とほぼ同じ高さのため、盛土、

切土等を行う必要はなく、資材等の崩れは生じないことと、汚水・生活雑排水

等は、合併浄化槽を設置して市管理の側溝に流入する予定であり、近隣の住宅

等に被害が及ばないように計画されています。 

１０ページにお戻りください。 

賃借権設定、整理番号２、申請土地は、浅内字砂山４－１２、現況地目は畑

１筆、面積は、１７，５９０㎡のうち２，５１６㎡、申請事由は、砂採取を行

うため１年間の一時転用であり、農用地区域内農地になっております。 

場所は、１３ページをご覧ください。 

申請土地は、能代市と三種町との境の所で国道７号線のローソン能代浅内店

より西側へ約１，７００ｍ、黒岡部落より南西側に約１，５００ｍの所です。 

周囲の状況は、北側が林地で砂採取予定地、東側は砂採取跡地、南側は譲渡人

の農地、西側は山林となっております。 

事業内容は、１４ページをご覧ください。 

申請人は、長年砂採取を続けてきた場所であり、今回は賃貸人の北側の農地

から採取する申請になっていますが、砂採取後は、現在の農地と同じ高さに復

元し、整地して畑として利用する計画になっております。 

事業費は、全額自己資金であり、残高証明書を添付しております。 

被害防除については、採取地の土砂等が、隣接する農地に崩れないよう十分

な距離をとるなど、農地に被害が及ばない計画になっております。 

その他、関係法令の許可等の状況ですが、林地開発許可及び道路使用許可等

は、許可期限を過ぎているものはなく、問題ないものと思われます。 

また、砂採取の一時転用の申請は、県の砂採取と同時許可になるため、県の

担当者と連絡調整を図りながら、手続きを進めて参りたいと考えております。 

以上ですので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 



 

 

 

議   長 

 

金谷和美委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いいたします。 

 

議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請について」の現地調査の

報告をいたします。 

１２月３日（月）午後１時３０分から、現地調査班第５班、１６番：堀内直

富久委員、１７番：工藤次雄委員、事務局２人と私の計５人で現地調査を行い

ました。 

整理番号１と２について、現地確認を行ったところ、整理番号１の現況地目

は畑であり、整理番号２は、砂採取の一時転用の申請で現況地目は畑でした。 

いずれの案件も境界等はしっかりしており、周囲の住宅や農地等に被害を及

ぼすことのないことを確認いたしました。また、事前着工等はありませんでし

た。 

以上、ご報告いたします。 

 

事務局の説明と現地調査の説明が終わりましたが、何か質問等はありません

か。 

 

（なしの声） 

 

 なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第５１号 農用地利用集積計画についてを議題とします。事務局

の説明を願います。 

 

議案第５１号 農用地利用集積計画の提出がありましたのでご提案いたし

ます。 

所有権移転 ４件、譲渡人４人、譲受人４人、申出土地の面積は田のみで２

０，３３４㎡。 

利用権設定 ５件、賃貸人４人、賃借人５人、申出土地の面積は田のみで２

２，９５１㎡となっております。 

１６ページをご覧ください。 

所有権移転 整理番号１ 申出土地は真壁地字上野３４３、地目は田で、面

積１７８㎡ほか計６筆、９，５６２㎡、１０ａ当たりの価格は真壁地字上野３

４３が無償、ほかは２０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号２ 申出土地は比八田字十二ケ村１－５６２、地目は田で、面積４，

３１７㎡、１０ａ当たりの価格は１５万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号３ 申出土地は浅内字頭無上３５１、地目は田で、面積３７２㎡ほ

か計２筆、３，３６２㎡、１０ａ当たりの価格は総額１３万円で、移転事由は

経営拡張です。 

整理番号４ 申出土地は河戸川字東堂前１２２、地目は田で、面積１，０３



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

１㎡ほか計３筆、３，０９３㎡、１０ａ当たりの価格は３０万円で、移転事由

は経営拡張です。 

利用権設定 整理番号５ 申出土地は比八田字十二ケ村１８３－１、地目は

田で、面積４，３０１㎡ほか計２筆、９，５６１㎡、１０ａ当たりの賃借料は

５千円、設定事由は経営拡張で、設定期間は３年間です。 

なお、この案件は合意解約の通知があります。 

２６ページをお願いいたします。 

合意解約 整理番号４ 解約した土地は比八田字十二ケ村１８３－１、地目

は田で、面積４，３０１㎡ほか計２筆、９，５６１㎡、離作条件はなし、解約

事由は賃借人の変更で、合意解約成立日、土地の引渡月日ともに１１月３０日

です。 

１７ページにお戻りください。 

整理番号６ 申出土地は朴瀬字日影５７－２０９、地目は田で、面積３４８

㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万円、設定事由は経営拡張で、設定期間は３年

間です。 

整理番号７ 申出土地は種字上田面６９１、地目は田で、面積５，５３８㎡

ほか計２筆、６，６３７㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米３０ｋｇ、設定事由

は経営拡張で、設定期間は１０年間です。 

なお、この案件は合意解約の通知があります。 

２８ページをお願いいたします。 

合意解約 整理番号１１ 解約した土地は種字上田面６９１、地目は田で、

面積５，５３８㎡ほか計２筆、６，６３７㎡、離作条件はなし、解約事由は賃

借人の変更で、合意解約成立日、土地の引渡月日ともに１１月３０日です。 

１７ページにお戻りください。 

整理番号８ 申出土地は梅内字様ノ下６１－１、地目は田で、面積９９８㎡

ほか計５筆、４，７４６㎡、賃借料は総額玄米２１０ｋｇ、設定事由は経営拡

張で、設定期間は６年間です。 

こちらの案件も合意解約の通知があります。 

２８ページをお願いいたします。 

合意解約 整理番号１４ 解約した土地は梅内字様ノ下６１－１、地目は田

で、面積９９８㎡ほか計７筆、６，４０５㎡、離作条件はなし、解約事由は賃

借人の変更で、合意解約成立日、土地の引渡月日ともに１１月３０日です。 

１７ページにお戻りください。 

整理番号９ 申出土地は梅内字来万３８－１、地目は田で、面積４３４㎡ほ

か計２筆、１，６５９㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、設定事由は

経営拡張で、設定期間は６年間です。 

こちらの案件も合意解約の通知がありますが、整理番号８で報告済ですので

省略いたします。 

以上、いずれの案件も農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満た

していると考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号７番を先議します。 

４番茂呂誠委員は、暫時ご退席願います。 

 



 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

（茂呂委員 退席） 

 

整理番号７番について何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （茂呂委員 着席） 

 

茂呂委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

続いて整理番号８番を先議します。 

２番安井鐘美委員は、暫時ご退席願います。 

 

（安井委員 退席） 

 

整理番号８番について何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （安井委員 着席） 

 

安井委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

他の案件について、質疑を行います。何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 



 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第５２号 競（公）売買受適格証明願についてを議題とします。

事務局の説明を願います。 

 

議案第５２号 競（公）売買受適格証明願の提出がありましたので、ご提案

いたします。 

はじめにこの議案が初めての委員さんもいらっしゃいますので、簡単に競

（公）売買受適格証明についてご説明させていただきます。 

裁判所等で農地の競（公）売には誰でも参加できるわけではなく、農地法第

３条における譲受人の要件を満たす者のみとなります。 

したがいまして、農地の競（公）売への参加希望者は農業委員会に買受適格

証明願を提出し、その者が要件を満たす適格者かどうかの審議を経て、買受適

格証明の交付を受ける必要があります。 

競（公）売買受適格証明 １件、申請人１人、申請土地の面積は田のみで５，

５４９㎡、となっております。 

２０ページをご覧ください。 

買受適格証明願 整理番号１ 申請土地は扇田字東扇田１、地目は田で、面

積３５３㎡ほか計７筆、５，５４９㎡、最低売却価格は総額６２万６千円で、

能代市の公売です。 

以上、農地法第３条第２項の各号に該当しないため適格者であると考えてお

りますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、報告事項１ 農地法第４条第１項第２号の規定による届出について

を議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、報告事項２ 農地法第１８条第６項の規定による通知についてを議

題といたします。 

事務局の説明を願います。 



 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

（事務局説明） 

・今後の行事予定について 

・農業委員等の綱紀粛正について 

 

委員のみなさん方から何かありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。 

  

                    終了 午後２時３５分 

 

議 長 

 

議事録署名委員 

     １１ 番 

  

    １２ 番 

 

  

 

 


